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 このたび、本市建築住宅課において、令和７年３月分の口座振替による市営

住宅使用料の金額を誤って徴収していたことが判明しました。 

このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしました

こと、また市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことについて、深く反

省しお詫び申し上げます。今後、適正な事務の執行に努め、再発の防止に取り

組んでまいります。 

 

１ 概要 

  令和７年３月２５日に市営住宅の入居者から住宅使用料の口座振替金額が

変更されている旨の連絡があり、確認したところ、令和７年３月分の住宅使

用料が新年度４月分からの住宅使用料となっていることが判明しました。 

 

２ 誤徴収の内容 

（１）過大徴収世帯  

  ア 世帯数    １２６世帯 

  イ 過大徴収額  ４１０，６００円 

（２）過少徴収世帯 

  ア 世帯数    １０５世帯 

  イ 過少徴収額  １４３，８００円 

（３）未徴収世帯 

  ア 世帯数    １０世帯 

  イ 未徴収額   ４２４，９００円 

 

３ 今後の対応 

該当世帯にお詫びの文書を送付するとともに、速やかに過大徴収した住宅

使用料を還付します。また、過少徴収した不足分及び未徴収の住宅使用料に

ついては、戸別訪問等により納付を依頼します。 

 

４ 再発防止の取り組み 

  住宅システムの操作手順やミスのないように複数でチェックを行うなどチ

ェック体制の再構築に加え、事務処理方法の周知徹底を図り、再発防止に努

めます。 
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